
調査票の記入のしかた
令和７年国勢調査第２次試験調査

総務省統計局・都道府県・市区町村
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インターネットで回答いただいた世帯は、紙の調査票
の提出は不要です。紙の調査票には何も記入せず、
他に使われないように、廃棄してください。

調査票を提出する前に、記入もれや記入誤りが
ないかをもう一度確認してください。

調査票に記入もれなどがあった場合は、確認のため
市区町村からおたずねすることがあります。

●

●

●

調査票の記入は

黒の鉛筆又は
ｼｬ ﾌー ﾍ゚゚ ﾝｼﾙで！

調査の場所・
世帯の決め方
あなたの世帯にふだん住んでいる人を 
もれなく回答してください

２・３
ページ

事業と仕事の記入の
しかた・書き方の例
調査票15欄・16欄を記入する際に
参照してください

調査票の記入例・
記入のしかた ４～９

ページ
第1面（オモテ側）：６～８ページ
第２面（ウ   ラ  側）：９ページ

10～15
ページ

国勢調査は 
国の最も重要な統計調査です
国勢調査は、行政の基礎となる人口・世帯

の実態を明らかにする、国の最も重要な統計
調査です。
　調査結果の利用例については、16ページ
をご覧ください。

調査票の記入内容は
統計法に基づき厳重に保護されます
　この調査は、統計法に基づいて行うもの
で、統計調査に従事する者には、個人情報を
保護するための守秘義務が課せられていま
す。
調査票は、外部の目に触れないように厳重

に管理し、集計が完了した後、完全に溶かしま
す。

誰について書けばよいの？

この項目はどう書けばよいの？

事業と仕事はどう書けばよいの？

 ６月21日（水）現在で
 国勢調査の試験調査を行います
　令和７年に実施する国勢調査に向けて、より
良い調査方法や調査票の設計などを検討する
ために、みなさまのお住まいの地域において、
試験調査をお願いしております。

０５７０－７８－３１２０

調査についてのお問合せは
国勢調査コールセンター

　　　　※おかけ間違いのないようにご注意ください。

設置期間：７月17日（月）まで（土日・祝日もご利用できます）
受付時間：午前９時～午後９時
※ナビダイヤルの通話料金は、固定電話の場合、全国一律に市内通話料金でご利用いただけます。
　携帯電話の場合、所定の通話料金となります。



調査票には あなたの世帯に
ふだん住んでいる人を記入してください

住民票などの届出に関係なく ６月21日（水）現在 あなたの世帯に
◆ すでに３か月以上住んでいる人
◆ まだ３か月にならないが ３か月以上にわたって住むことになっている人

ふだん住んでいる人 とは

調査の場所

次の人たちは、それぞれに示す場所で調査することになっています。
※ 家族の中に次の人たちがいる場合は、記入にあたって注意してください。

事　　例 調査する場所（調査票を記入いただくところ）
自宅を不在にする期間が
３か月未満のとき・・・・・・・・・ 自　宅
３か月以上にわたるとき・・・ 旅行先、出張先、出かせぎ先など

● 旅行、出張、出かせぎなどで
　 一時的に不在の人

入所している期間が
すでに３か月以上経過している人・・・・・・・・・・ 入所先
３か月に満たない人で、
　３か月以上入所することになっている人・・・ 入所先
　３か月以上入所しない人・・・・・・・・・・・・・・・・ 自　宅

● 社会福祉施設（老人ホームなど）に
　 入所している人

その学生寮・寄宿舎、下宿屋● 学校の学生寮・寄宿舎、下宿屋など
　 から通学している学生・生徒

入院してから
すでに３か月以上の人・・・・・ 入院先
３か月にならない人・・・・・・・ 自　宅

● 病院・療養所などに入院している人

自　宅● 船に乗り組んでいる人

その営舎又は艦船● 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者

収容されているところ
● 刑務所・拘置所に収容されている人のうち、
　 刑の決まっている人
● 少年院・婦人補導院に収容されている人

現在いる場所
● ３か月以上にわたって住んでいるところも
　 住むことになっているところもない人

ふだん寝泊まりする日数の
多い住居● ２か所に住居をもっている人

《問》アパートを借りて住んでいる学生で、６月 21日に帰省している人はどこで調査するのですか？
（答）帰省する期間が３か月未満の場合　　  住んでいるアパート
　　  帰省する期間が３か月以上の場合　　  帰省先
※  帰省先で調査し、アパートに帰宅した際に調査票が配布されていた場合は、お住まいの市区町村にご連絡ください。
※  学校の学生寮・寄宿舎に住んでいる学生は、帰省する期間にかかわらず学生寮・寄宿舎で調査します。

Ｑ＆Ａ

土曜日・日曜日 月曜日～
金曜日

住居が2か所

※ 家族以外の人でも、あなたの世帯に３か月以上滞在しているか、滞在することになっている人がいる場合は、
　 その人も記入してください。

単身赴任先や下宿先など、離れて生活している場所● 単身赴任や通学・就職などで、３か月以上
　 家族から離れて生活している人



調査票は 世帯ごとに 記入してください

４～15ページを参考にして　調査票に記入してください

調
査
の
場
所
・
世
帯
の
決
め
方

世帯の決め方

親夫婦と子夫婦が同じ建物に住んでいても、次のいずれかにあてはまる場合には、
別の世帯とします。世帯ごとに、別の調査票に記入してください。

※ 世帯が別になる場合などで、追加の調査票が必要なときは、お住まいの市区町村に
　 ご連絡ください。

● 間借り・下宿をしている人
 　（ルームシェア・シェアハウスを含む）

単身者 ・・・・・・・・・・・・・・・・ それぞれ一人で一つの世帯
兄弟など  家族が一緒 ・・・・・・・ 家族ごとに一つの世帯

● 住み込みで働いている単身者
雇主の家に同居 ・・・・・・・・・・ 雇主の世帯に含めます
雇主と別の建物に居住 ・・・・・ 雇主とは別の世帯

● 会社や官公庁などの独身寮・寄宿舎
　 に住んでいる単身者

それぞれ一人で一つの世帯

◆ 一般の家庭のように 住居と生計をともにしている人びとの集まりを
　 一つの世帯

◆ 一人で １戸をかまえている人は 一人で一つの世帯

世 帯 とは

次の人たちは、それぞれに示すように世帯を決めます。

事　　例 世帯の決め方

● 親夫婦と子夫婦とで生計を別にしている

「居住部分が独立している」とは、具体的には、次の①、②の両方にあてはまる

場合をいいます。

　① 親夫婦と子夫婦の居住部分が完全に仕切られていること

　② それぞれの居住部分に専用の出入口・炊事用流し（台所）・トイレが

　　 あること

　　（共用でも、他方の居住部分を通らずにいつでも使える場合も含む。）

● 親夫婦と子夫婦とで居住部分が独立している

居住部分が独立 生計が別又は



第
1
面

調査票の記入例

調査票の記入にあたってのお願い

● 調査票は、黒の鉛筆又はシャープペンシルで
　 記入してください。

●書き間違えた場合は、消しゴムできれいに消してから
　 記入してください。
　 また、消しゴムの消しクズはきれいに取り除いてください。

● 調査票は、機械にかけますので、汚したり、水などで
　 ぬらしたりしないでください。

マークの記入例

数字の記入例

7
ペ
ー
ジ
を
参
照

８
ペ
ー
ジ
を
参
照

６
・
７
ペ
ー
ジ
を
参
照

この記入例を参考にして、枠からはみ出さないように、
右づめで書いてください。

数字は右づめに たて線 本

はねない

すきまをあける

上につきぬける 角をつける

とじる

わく

を　　　のように塗りつぶしてください。

・

世帯の種類
世帯について

世帯員の数
・ふだん住んでいる人

住居の種類 住宅の建て方

世帯員全員について
氏名及び男女の別

・ふ だ ん 住 んで いる 人

・ 妻又は夫

祖父母・兄弟姉妹
・ 孫

兄弟姉妹

世帯主との続き柄

出生の年月

配偶者の有無

国　籍

現在の場所に
住んでいる期間

・
年及び月

・ 西暦年
の 桁 年 月 年 月 年 月 年 月

・
出生時から

・  外国

　年前 (平成         年    月        日）
には どこに住んでいましたか

・

・
他の区・

    市町村
・

総数

人

男

人

女

人

電話番号の記入をお願いします
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9
ペ
ー
ジ
を
参
照

15、16欄は10～15ページの「事業と仕事の記入のしかた・書き方の例」を参考にして書いてください

勤め先・
業主など
の 名 称

事業の
内 容

･

･

･

･

・仕事

・通学

・
その他

仕事を休んでいた

通学

従業地又は通学地

令和　年　月     日から
日までの    週間に

仕事をしましたか

勤めか 自営かの別

勤め先・業主などの
名称 及び 事業の内容

本人の仕事の内容

・

・
他の区・市町村

・他の区・市町村

区名

･労働者派遣事業所の派遣社員

･パート･アルバイト･その他

･自営業主



調査票の記入のしかた 第１面（1～４欄）

１  世帯の種類

● 一般世帯 家族といっしょに、一戸建やアパート・マンションに住んでいる場合や一人
で一戸建やアパート・マンションに住んでいる場合が該当します。
※会社や官公庁などの寄宿舎や独身寮に住んでいる場合も含めます。

学校の学生寮や寄宿舎に住んでいる場合が該当します。

病院や療養所などに、すでに３か月以上入院している場合が該当します。

老人ホームや児童福祉施設などに３か月以上入所している場合や３か月
以上入所することになっている場合が該当します。

● 病院・療養所の
　 入院者

● 学校の寮・寄宿舎
　 の学生・生徒

● その他

● 老人ホーム等の
　 社会施設の入所者

建設従業者宿舎や簡易宿泊所などに住む単身者や定まった住居を持た
ない単身者、陸上に生活の本拠（住所）を有しない船舶乗組員など、上
のどの区分にも当てはまらない場合が該当します。

一人世帯　会社等の
独身寮の入居者を含む

● ふだん住んでいる人全員の人数を書いてください。調査票の世帯員の欄に記入する人数と一致します。
　（「ふだん住んでいる人」の範囲については、２ページの説明を参考にしてください。）

● 男又は女の世帯員がいない場合は、必ず「０」を記入してください。

２ 世帯員の数

● 世帯員が５人以上の場合には、１枚目に世帯全員の人数を書いてください。
※ 追加の調査票が必要な場合は、お住まいの市区町村にご連絡ください。

世帯員の数
・ふだん住んでいる人

総数

人

男

人

女

人
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３ 住居の種類
● 持ち家 所有している住宅。登記が済んでいない場合や、住宅ローンなどの支払いが

完了していない場合も含めます。

都市再生機構（UR）又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・
開発公社などの賃貸住宅。ただし、「給与住宅」の場合は含めません。

勤め先の会社・官公庁や雇主などが所有又は借りている住宅に住んでいる
場合。勤め先の会社などが借り上げている一般のアパートに住んでいる場
合も含めます。

● 給与住宅
　（ 社宅・公務員住宅など）

● 都市再生機構（UR）・
　 公社等の賃貸住宅

● 住宅に間借り

● 会社等の独身寮・
　 寄宿舎

● その他

①他の世帯の居住部分と完全に仕切られていること
②あなたの世帯の専用の出入口・炊事用流し（台所）・トイレがあること（他の世帯と共用でも、その世帯の居住
　部分を通らずにいつでも使える場合も含む。）

会社・官公庁・団体などが単身の職員・従業員の居住のために所有又は
借りている建物。ただし、名称が「○○独身寮」であっても、居住部分が
下の　　にある①、②の両方にあてはまる場合は、「給与住宅」とします。

他の世帯が住んでいる住宅（持ち家、借家、給与住宅）の一部を借りて
いる場合。ただし、その借りている部分が下の　　にある①、②の両方に
あてはまる場合は、「民営の賃貸住宅」とします。

旅館・ホテル、病院、老人ホーム、学校、学生寮、会社、工場、事務所、簡易
宿泊所など、住宅でない建物。ただし、居住部分が下の　　にある①、②
の両方にあてはまる場合は、「持ち家」、「民営の賃貸住宅」、「都道府県・
市区町村営の賃貸住宅」、「都市再生機構（UR）・公社等の賃貸住宅」、
「給与住宅」のいずれかとします。

４  住宅の建て方
● 一戸建

一つの建物で一つの住宅になるものが該当します。店舗併設住宅で
も、その建物全体が一つの住宅であれば「一戸建」に含めます。

いわゆる長屋やテラスハウスのように、住宅の壁を共通にして、二つ
以上の住宅を横に建て連ねたもので、それぞれ別々に外部への出入口
を持っているものが該当します。

工場や事務所などの中に住宅がある場合など、上のどの区分にも当て
はまらない場合が該当します。

アパートやマンションのように、１棟の建物の中に二つ以上の住宅があ
り、廊下や階段を共通にしたり、住宅を重ねて建てたものが該当しま
す。１階が店舗で２階以上が住宅になっている建物も含めます。
（注）
「共同住宅」の場合、「建物全体の階数」と「住んでいる階数」につい
ても記入します。
※地下のある「共同住宅」の場合、「建物全体の階数」には、地上の階
　数を記入してください。
※住宅のある階数が地下の場合、「住んでいる階数」は、便宜上、１階
　とします。

● 長屋建（テラスハウス
　 を含む）

●共同住宅（アパート
　・マンションなど）

● その他

住宅の建て方



調査票の記入のしかた
第２面 （12～14欄）
第１面 （５～11欄）

下の例の場合は、４年となります。

５  氏名及び男女の別

６  世帯主との続き柄

10  現在の場所に住んでいる期間

11  ５年前（平成30年 ６ 月21日）には どこに住んでいましたか

● 令和５年６月2１日午前零時までに生まれた新生児で、まだ名前を付けていない場合は、「氏名」欄に
　「命名　前」と書き、「男女の別」を記入してください。

● 世帯員のうち一人を「世帯主又は代表者」とします。

● 他の世帯員は、「世帯主又は代表者」とした人からみた続き柄を記入してください。

他の親族　　曾祖父母、ひまご、おじ・おば、おい・めい、いとこや親せきの子弟（それぞれの配偶者を含む。）など
そ の 他   　　友人の子どもを預かっている場合やホームステイをしている人など、親族以外の同居人（住み込みの
　　　     　     雇人を除く。）

● 学校の学生寮・寄宿舎の学生・生徒は、棟ごとに一つの世帯とします。
　 棟ごとに、一人を「世帯主又は代表者」とし、他の人は「その他」とします。

● 現在の場所に住み始めてから、転勤、単身赴任、旅行、
　 出張、出かせぎなどのため３か月以上にわたる不在期
　 間がある場合は、その不在期間の後、現在の場所へ
　 戻ってきてからの期間について記入してください。

● 平成30年６月21日に住んでいたところが、「他の区・市町村」の場合のみ、その場所を書いてください。
　 東京都区部又は政令指定都市の場合には、必ず区の名称まで書いてください。

● 平成30年６月21日より後に生まれた人については、出生後にふだん住んでいた場所を記入してください。
※ 令和５年６月21日（調査日）に、まだ病院にいる新生児については、病院を退院してからふだん住むことになっている
　 場所を記入してください。

● 東京都区部内又は政令指定都市内で、５年前に住んでいた区から別の区に転居した場合は、「他の区・
　 市町村」とします。

● 市町村合併などにより、５年前に住んでいた市区町村の名称が変わっている場合は、現在の市区町村
　 の名称を書いてください。 ※ 現在の市区町村の名称がわからない場合は、当時の名称を書いてください。
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12  令和５年６月14日から20日までの1週間に仕事をしましたか
主に家事などをしていて、そのかたわら、たとえばパートタイムでの勤め、自家営業の手伝い、賃仕事な
ど、少しでも仕事（収入を伴うもの）をしている場合

主に通学していて、そのかたわら、たとえばアルバイトなど、少しでも仕事（収入を伴うもの）をしている場合

※ 民生委員、保護司、PTA役員やボランティア活動をしている人など収入を伴わない仕事のみをしている人は、「少しも仕事をしなかった人」に含め 
     て、あてはまるいずれかに記入します。

勤めている人が、病気や休暇などで仕事を休んでいても、給料や賃金をもらうことになっている場合や、
雇用保険法に基づく育児休業給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合
事業を営んでいる人が、病気や休暇などで仕事を休みはじめてからまだ30日にならない場合

仕事がなくて、ハローワーク（公共職業安定所）に申し込んだり、新聞などの求人広告を見て応募したり、
他の人に仕事の紹介を依頼するなど、積極的に仕事を探していた場合
ただし、仕事があったとき、その仕事にすぐつくことができる場合に限ります。

料理教室、教養講座、英会話塾などに、週に１、２回程度通っている場合は含めません。（幼稚園、保育所
又は認定こども園に通っている場合は「その他」とします。）

他のいずれの区分にもあてはまらない場合

● 家事などのほか仕事

● 通学

● 通学のかたわら仕事

● 仕事を休んでいた

● 仕事を探していた

● その他（幼児や高齢など）

※ 家族の人が自家営業を手伝った場合は、無給であっても「主に仕事」、「家事などのほか仕事」又は「通学のかたわら仕事」のいずれかに記入します。

13  従業地又は通学地

14  勤めか自営かの別
会社・団体・官公庁・個人商店などに雇われている人をいい、勤め先での呼ばれ方によって、次のあては
まる区分に記入してください。

会社の社長・取締役・監査役、団体・公益法人や独立行政法人の理事・監事などの役員（部長、課長などの
いわゆる管理職や執行役員は、取締役や理事などの役員になっていなければ「雇われている人」とします。）

個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や、開業医・著述家・行商従事者など（商店などの経営者で、
その商店などが会社組織（株式（有限も含む。）・合資・合名・合同会社）の場合は、「会社などの役員」とします。）

正規の職員・従業員

● 会社などの役員

労働者派遣事業所の
派遣社員

パート・アルバイト・その他

雇人あり
雇人なし

● 家族従業者

● 家庭内の賃仕事（内職）

労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されている場合
（労働者派遣事業所の派遣社員は、「パートさん」、「アルバイトさん」などと呼ばれている場合であっても、「労働者派遣事業所の派遣社員」とします。）

一般職員や正社員など（知事、市町村長や議会議員も含めます。）

契約社員・嘱託なども含めます。

従業員を雇っている場合
従業員を雇っていない場合

農家や個人商店などで、農作業や店の仕事などを手伝っている家族

材料が支給され、大がかりな固定的設備を必要としない仕事を、自宅で一人で行っている場合

※ 次の場合は、「労働者派遣事業所の派遣社員」とはしません。
 ● 民営の職業紹介機関やシルバー人材センターなどの紹介による場合や請負、出向
 ● デパートの派遣店員など（このような人は、派遣元の事業所における呼称によって記入します。）
 ● 労働者派遣法で適用外の業務（港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関連業務（病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院
　 又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。ただし、紹介予定派遣による労働者派遣を除く。））

● 雇われている人

● 自営業主

● 仕事をしている場所又は通学している学校の場所について記入してください。

● 次のような人は、それぞれに示す場所を従業地とします。

● テレワークを実施している人は、それぞれに示す場所を従業地とします。

● 東京都区部内又は政令指定都市内で、住んでいる区とは別の区に通勤・通学している場合は、「他の区・市町村」とします。

● 自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている人
● 自営の大工や行商従事者など
● 雇われて戸外で仕事をしている人（外勤の職員、運転手など）
● 船に乗り組んでいる人

自宅
自宅
配属されている営業所などのある市区町村
その船が主な根拠地としている港のある市区町村

● ふだん通勤しているが、６月14日から20日までの１週間はテレワークをしていた場合　　　会社の所在地
● ふだんテレワークをしているが、６月14日から20日までの１週間は通勤していた場合　　　自宅
● ふだんから通勤とテレワークの日が混在している場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６月14日から20日までの１週間

で、日数の多い方



※ 15欄と16欄の記入内容が18文字を超える場合は、点線の枠にとらわれずに書いてください。
わく

事業と仕事の記入のしかた・書き方の例 第2面（15・16欄）

15  勤め先・業主などの名称及び事業の内容

16  本人の仕事の内容

● 本人が仕事をしている事業所（本社・本店、支社・支店、営業所、工場、商店など）の名称を書いてください。

●その事業所で、主に営まれている事業の内容を書いてください。
●主な製品・商品やサービスの種類、製造か修理かの別、卸売か小売かの別がわかるように、《事業と仕事の書き方の例
     （11～15ページ）》を参考にして書いてください。

● 事業所の名称には、法人の種類（株式会社なら「（株）」など）を含めて書いてください。

●支社・支店・営業所などで仕事をしている人は、会社名だけでなく、実際に仕事をしている支社・支店・営業所などの名称まで書いてください。
●二つ以上の事務所・工場・店などで仕事をしている人は、主に仕事をしている事業所（仕事をした時間が最も長いもの）の名称を書いてください。
●労働者派遣事業所の派遣社員は、派遣先の事業所の名称を書いてください。（　 書き方の例は15ページ）

●仕事の内容を言い表す職名がある場合は、たとえば「教諭」、「保育士」、「看護師」、「消防士」などと、その職名を書いてください。
● その事業所で、二つ以上の種類の異なった仕事をしている人は、主な仕事（仕事をした時間が最も長いもの）の内容を一つだけ書いてください。

●その事業所で２種類以上の異なった事業を行っている場合は、主な事業の内容を一つだけ書いてください。
●主に管理業務を行っている本社などの場合は、管理している全事業所を通じて、主な事業の内容を書いてください。
●製造した商品をその場で一般の消費者に小売している場合は、「○○の製造小売」と書いてください。
●労働者派遣事業所の派遣社員は、派遣先の事業所の事業の内容を書いてください。（　 書き方の例は15ページ）

※ 経営・販売などの仕事のほか、調理・製造・修理などの技術的・技能的な仕事もしている人は、技術的・技能的な仕事を書いてください。

●労働者派遣事業所の派遣社員は、派遣先で自分が実際にしている仕事の内容を書いてください。（　 書き方の例は15ページ）

例　　靴の修理と小売　　　靴の修理　　　　　　病院の経営と内科の診療　　　内科医師
　　　薬の調剤と小売　　　薬剤師　　　　　　　食堂の経営と調理　　　　　　調理

●その事業所で、本人が実際にしている主な仕事の内容を、《事業と仕事の書き方の例（11～15ページ）》を参考にして書いてください。

事業の内容

勤め先・業主などの名称

勤め先・業主
などの名称

事業の内容

本人の仕事の
内容

間違った書き方の例

勤め先・業主
などの名称

事業の内容

本人の仕事の
内容

正しい書き方の例

支社・支店・営業所などで仕事を
している人は、会社名だけでなく、
実際に仕事をしている支社・支店・
営業所などの名称まで書いてくだ
さい。

営業所名まで
記入

商品名まで
記入

具体的に
記入

この調査では、皆様の勤め先の事業を約250種類の「産業」に、仕事を約230種類の「職業」に分類して集計しています。
「15　勤め先・業主などの名称及び事業の内容」と「16　本人の仕事の内容」は、これらの分類を正確に行うために記入
いただいているものであり、そのまま集計されるものではありません。



事業と仕事の書き方の例 （11～15ページ）

本　　社 工　　場支　　社 支　　店 営　業　所

”名称”には会社名だけではなく、支社・支店・営業所などの名称まで書いてください。
また、”事業”には「○○の卸売」などと、その事業所の事業の内容がわかるように書いてください。

製品や取扱品の種類・材料・用途な
どがわかるように書いてください。

何を製造しているか、何に携わっているかがわかるように書いてください。また、
金属加工を行っている場合は、どのような加工を行っているのかがわかるように
書いてください。

”事務”の場合は、事務の内容が
わかるように書いてください。

商品の種類、”卸売”か”小売”かの別
がわかるように書いてください。

商品を製造し、その場で販売している場合
は、「○○の製造小売」と書いてください。

通信販売の場合は、自社で製造した商品か仕入れた
商品かがわかるように書いてください。



会社の関連施設は、”名称”に「○○寮」、「○○研修センター」、「○○配送
センター」、「○○研修所」などと書いてください。また、”事業”に「独身
寮」、「自家用倉庫」などと事業の内容がわかるように書いてください。

「医師」、「看護師」、「保育士」などの職名をもつ人
は、その職名を書いてください。

訪問看護か、施設での介護
かがわかるように書いて
ください。

工事や仕事の内容がわかるように書いてください。

福祉施設の場合は、老人福祉、
児童福祉などの別がわかるよ
うに書いてください。

障がい者の就労継続支援事業所などで作業をしている場合は、作業
の内容と施設の種類（Ａ型・Ｂ型の別）がわかるように書いてくださ
い。なお、Ｂ型の場合は、「14　勤めか自営かの別」は、”自営業主　雇
人なし”とします。

認定こども園の場合、「幼保連携型」、「幼稚園型」、「保育所型」、「地方裁量
型」の類型があり、その類型がわかるように書いてください。

研究所は、製薬会社の工場内にあるのか、工場とは別の場所にあるのか
がわかるように書いてください。工場内にある研究所の場合は、「井上製
薬（株）○○工場　製薬研究所」などと工場名も書いてください。



修理しているものの種類がわ
かるように書いてください。

サービスの種類や内容がわかるように書いてください。

取次ぎをしている店の場合は、”取次
店”であることを書いてください。

事業所に行うものか、個人家庭に行うも
のかがわかるように書いてください。

客の注文に応じた調理か、見込みでの製造
かがわかるように書いてください。

所属する駅・機関区・営業所など
の名称まで書いてください。

日本郵政グループの場合は、「日本郵政株式会社」、「日本郵便株式
会社」、「株式会社ゆうちょ銀行」、「株式会社かんぽ生命保険」の別
がわかるように書いてください。

「中華料理店」、「居酒屋」、「日本そば屋」などと、
飲食店の種類がわかるように書いてください。



法人組織の場合は、”名称”に「弁護士法人○○」と書いてくだ
さい。この場合、「14　勤めか自営かの別」は、”雇われている
人”又は”会社などの役員”とします。

何に対する技術者かわかる
ように書いてください。

協同組合で、信用事業又は共済事業を行っている場合は、
「信用」又は「共済」と書いてください。また、他の事業も
行っている場合は、「販売」、「購買」、「経営・技術指導」な
どと、その事業についても書いてください。

所属する局部課や
出張所などの名称
まで書いてくださ
い。

”事務”の場合は、事
務の内容がわかる
ように書いてくだ
さい。

「警察官」、「自衛官」、「海上
保安官」、「消防士」の職名を
もつ人は、その職名を書い
てください。

官公庁のうち、水道・電気・自動車運送事業
などを行う部署や、給食センター、病院、建設
事務所などの出先の事業所は、その部署や事
業所で行っている事業の内容を書いてくだ
さい。

出先又は支所の事業所の場合は、”名称”
に「○○工場」、「○○事務所」などと書
いてください。

事業の内容がわかる
ように書いてくださ
い。

ショッピングサイトの運営か、そこに出店しているインター
ネットショップなのかがわかるように書いてください。

”名称“はペンネームでもか
まいません。



労働者派遣事業所の派遣社員の方や、業務請負、内職などの方は、以下のように書いてください

労働者派遣事業所の派遣社員は、派遣先の”名称”
及び”事業”を書いてください。なお、「14　勤めか
自営かの別」は、”労働者派遣事業所の派遣社員”
とします。

電力会社から委託されて、検針、
集金の仕事をしている人は、”名
称”に本人の氏名を書いてくだ
さい。

シルバー人材センター、高齢者事業団から仕事の紹介を
受けている人は、”名称”に本人の氏名を書いてください。
なお、「14　勤めか自営かの別」は、”自営業主　雇人なし”
とします。

”名称”に本人の
氏名を書いてく
ださい。

賃貸している物品の種類がわかるように書いてください。「不動産取引業」、「不動産賃貸業」、「不動産管理業」などと事業の内容がわかるように書いてください。

会社名や”通称“などがなければ、事業主の氏名を書いてください。

学校教育以外の場合は、何を教えているのかがわかるように書いてください。専修学校、各種学校の場合は、それがわかるように書いてください。



https://www.stat.go.jp/

調査に関することは、総務省統計局の
ホームページでご覧になれます。

　これらの項目を用いて、高齢者のいる世帯、母子
世帯、父子世帯などの世帯構成に関する統計が作成
され、福祉行政などの施策に利用されます。

世帯主との続き柄、配偶者の有無

　人口に関する最も基本的な項目で、男女・年齢
別人口などの統計が作成され、少子高齢化が進行し
ている我が国の人口構造の分析や将来人口の推計
に利用されます。

男女の別、出生の年月

　これらの事項を用いて、就業状態に関する統計
を作成することにより、経済活動の実態が全国及
び地域別に明らかになり、雇用・失業政策などに
利用されます。

国勢調査の調査項目は
次のように利用
されています

国勢調査をよそおった詐欺（さぎ）や不審な調査にご注意ください
● 国勢調査では、金銭を要求することはありません。
　 また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることもありません。
● 国勢調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メール・ウェブサイトなどに
　 ご注意ください。
　 不審に思った際には、速やかにお住まいの市区町村にお知らせください。
●調査員は、その身分を証明する「調査員証」を携帯しています。
　　※一部の地域では、調査員業務を「建物を管理する事業者等」に委託しており、「業務委託証明書」を携帯しています。

調
査
員
証

総務省統計局

この項目を用いて、通勤・通学による人口の動きや、
市区町村の昼間人口などを明らかにする統計が 
作成され、交通網の整備などの交通対策、都市計画
などに利用されます。

従業地又は通学地

これらの項目から「産業」と「職業」についての 
統計が作成され、就労支援など、雇用の安定や地域
の活性化を図るための各種施策に欠くことのでき
ないデータとして活用されます。

勤め先・業主などの名称及び事業の内容、本人の仕事の内容

１週間に仕事をしましたか、勤めか 自営かの別


